
 

 

営業目標の改定について（２月１日改定） 

 

 日本郵便（株）信越支社 金融営業部、郵便・物流営業部は、本日（1月 29日）「営

業目標の改定（２月１日改定）」について地方本部に説明してきました。 

 今般の目標改定は、営業目標算定要素に変更が生じたことから改定を行うものです

が、日本郵便（株）信越支社と、本件に限り本件に限り本件に限り本件に限り「「「「労使の労使の労使の労使の扱い扱い扱い扱い」」」」を以下のとおり整理を以下のとおり整理を以下のとおり整理を以下のとおり整理しま

した。 

 

  １．目標額の改定局等 

    ４１局・部（局別・改定額については支社資料参照） 

 

  ２．改定日 

    ２０２０年 ２月 １日（土） 

 

  ３．労使の扱い 

    不不不不    要要要要    

 

  ４．その他 

   （１）日本郵便株式会社に対する行政処分に伴い、営業目標に関する推進管理

等について本部・本社間で一定の整理がはかられており、今年度について

は、定量的評価基準にも影響しないことから、本件に限り地方本部・信越

支社間の扱いを「情報提供」と整理しました。 

   （２）従って、職場労使委員会（窓口）ならびに職場労使委員会（窓口）ならびに職場労使委員会（窓口）ならびに職場労使委員会（窓口）ならびに部会労使委員会（窓口）での部会労使委員会（窓口）での部会労使委員会（窓口）での部会労使委員会（窓口）での

情報提供は情報提供は情報提供は情報提供は「「「「不要不要不要不要」」」」となりますので、ご承知おき願います。 
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